
古紙分類にご協力下さい！ 

その紙は「ごみ」ではなく「資源」です 

燃やせるごみの袋（黄色）の中には「資源に

なる紙」＝「紙類」が多く含まれています。

燃やせるごみ袋を有効に利用するためにも、

分別にご協力下さい。 

箱はたたむ 

紙以外の

持ち手は

取り除く 

 テープを    

はがす 

コピー用紙

やチラシ 

食品･菓子の箱 

紙  袋 

包 装 紙 

コピー用紙など 

 

★小さい紙は紙袋に入れて、

雑誌などと一緒にしばって出

して下さい。 

雑 紙 類として出せるもの （例） 

※資源ごみの日に出してください。 

【燃やせるごみの中身（R元年7月調）】 

★生ごみ袋と資源促進利用袋の交換期間は９月３０日（月）までとなっています。 

 交換されていない場合は、引替ハガキに必要事項を記入し、下記の場所で交換をお

願いいたします。また、引替ハガキをなくした場合でも交換できますので、アメ

ニティパーク業務係までご連絡ください。 

             ●奥利根アメニティパーク ●みなかみ町役場（生活水道課） 

●水上支所     ●新治支所 

 【問い合わせ先】 みなかみ町役場 生活水道課 

 アメニティパーク業務係 電話：６４－１１６７ 
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